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第１章 はじめに 

１ ガイドライン策定の趣旨 

  加東市議会基本条例（平成３０年加東市条例第４２号。以下「基本条例」とい

う。）第３条では議会の役割として「市政に関する調査研究を通じて、必要な政策

を自ら立案し、又は市長等に提案を行うこと。」とし、第５条では議員の活動原則

として「市民全体の福祉の向上を目指し、積極的に政策立案及び政策提案を行う

とともに、必要に応じて条例提案を行うよう努めること。」と定めています。これ

らのことから、議会及びこれを構成する各議員は常に政策立案等につなげること

を意識して活動をすることが肝要であると考えます。 

  このガイドラインは、加東市議会が政策立案等に取り組むに当たりその手順、

手続き等のあり方を示すものであり、政策立案等の実践が大いに進展することを

期待するものです。 

２ 政策立案等の流れ 

 （１）課題が見つかるケース 

     市政に関する課題が浮き彫りにされる又は明らかになるケースとしては、

次のような場合が多いと考えられます。 

    ① 常任委員会や特別委員会における所管事務調査 

    ② 決算特別委員会においてまとめられる意見書 

    ③ 市民との意見交換会 

    ④ 議員の一般質問、予算等の議案審議における質疑応答、独自の調査研究 

 （２）課題を政策立案等につなげる手順 

    ①の場合 委員会において継続して調査検討し政策立案等につなげていく

ことができるものとします。 

    ②の場合 各項目を所管する常任委員会において政策立案等の必要性を検

討することとします。 

    ③の場合 ②と同様 

    ④の場合 当該議員の常任委員会への申し入れ又は常任委員会の判断で所

管事務調査として取り組むものとします。また、当該議員単独

で政策討論会の議題として討論することができます。 

    議案提出は、会議規則第１４条に基づき、２人以上から提案できますが、

議員の共通認識と合意形成を図るとともに政策の実現性を高める観点から、

政策討論会での協議を経ることが望ましいと言えます。 
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第２章 政策立案等の手法等 

１ 政策条例立案と政策提案の違い 

   政策立案等は、政策条例立案と政策提案の二つに大別できます。その定義は、

それぞれ次によることとします。 

（１）政策条例立案

    市政における課題の解決を図るため、政策を構想し、その実現のために

必要な仕組みに関する条例案を議会に提案することを言います。 

（２）政策提案

     市政における課題の解決を図るため、必要と思われる政策を提案書とし

てまとめ、市長等に対しこの提案書を提出することを言います。 

２ 政策提案の実施手法 

   政策提案をする手法として、提案書を当局に提出する方法のほか、決議案を

議会に提案するという方法が考えられます。 

   本ガイドラインでは、特に後者の決議案として提出する方法を、便宜上「政

策決議提案」と呼称することとします。 

３ 各手法の特徴 

「政策条例立案」は、その条例案が可決されれば法的拘束力が生じるため、

実効性が最も高い手法と言えます。ただし、議会提案する都合上、本会議が開

催される時期でなければ実現できません。 

「政策決議提案」は、政策条例立案と政策提案の中間的な性質を有します。

本会議の時期でなければ提案できませんが、政策提案に比べ、議決による議会

意思決定としての重み付けができます。 

「政策提案」は、提案書を提出するだけですので、任意の時期に行うことが

できます。ただし、その提案には拘束力がないため、条例のように当局への義

務付けはできません。 

４ 手法の採用基準 

   政策立案等には、上記のとおり複数の選択肢があり、いずれの手法を採用す

るかが問題となります。 

   ところで、ある政策の実現手段が条例制定によるしかないとしても、必ずし

も、議会側がその条例案を作成し提案する必要はありません。なぜなら、当局

側に対して特定の目的の条例を制定するように政策提案することもできるから

です。 

   逆に、条例制定が必要のない政策について、これをあえて条例案としてまと
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め、政策条例立案として提案するという方法も考えられます。これは、法的拘

束力を持たせるための手段と言えます。 

   これらのことや、前述した各手法の特徴を踏まえ、また、当局の執行機関と

しての立場にも配慮し、政策立案等の手法を採用する際の基準は、概ね次のと

おりとします。 

  （１）政策提案の実効性を高める観点から、特段の事情がない限り、先ずは「政

策決議提案」を行うことを基本とする。 

  （２）次のような場合は、政策決議提案ではなく、「政策提案」を行う。 

    ア 提案する政策の緊急性が高く、時機を失してしまうおそれのあるとき 

    イ 上記のほか、その他の事情等から政策提案によることが適当と認めら

れるとき 

  （３）次のような場合は、拘束力を持たせる観点から、政策決議提案や政策提

案ではなく、「政策条例立案」を行う。 

    ア 政策決議提案をした後において、当局がその政策を実施しないとき 

    イ 政策決議提案をしたとしても、当局がその政策を実施しないと見込ま

れるとき 

    ウ 条例制定が必要な政策において、当局よりも効果的な条例が立案でき

ると認められるとき 

   エ 上記のほか、ことの重大性、その他の事情から政策条例立案によること

が適当と認められるとき 
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第３章 市民意見等の把握及び課題設定 

１ 市民意見等の把握 

   政策立案等は、市政発展を図るために行うものであり、市政の課題を解決す

るための手法の一つです。このため、先ずは、市民の意見や要望を把握する必

要があります。 

   議会は、次に掲げるもののほか様々な機会を通じ、市民の意見や要望を把握

するものとします。 

  （１）基本条例第１０条に規定する市民との意見交換会 

  （２）市民からの請願又は陳情 

  （３）議員による日常的な広聴活動 

２ 調査検討テーマの設定 

   議会は、前記１の（１）、（２）により把握した市民意見等を踏まえ、解決す

べき市政の課題を抽出又は集約のうえ、所管の常任委員会で調査検討すべきテ

ーマを設定するものとします。 
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第４章 常任委員会や特別委員会における調査検討及び政策立案等実施判断 

１ 課題の調査検討 

   常任委員会や特別委員会は、設定した課題について、その現状、市の取組状

況その他必要な事項を調査するものとします。 

   調査の手法は、所管事務調査の場合と同様であり、具体例として次のような

ものが考えられます。 

  （１）課題を所管する担当部局からのヒアリング 

  （２）課題に関係する団体等からのヒアリング 

  （３）課題に関係する現場視察、現地調査等 

（４）課題解決に取り組んでいる先進地の視察 

  （５）有識者等の専門的識見の活用 

２ 政策立案等の実施判断 

   常任委員会や特別委員会は、設定したテーマに関する調査検討の結果を踏ま

え、課題解決に向けた当局の取組がなされているか、また、その取組は効果的

か等を斟酌し、自ら政策立案等を行う必要があるかを判断するものとします。 

   なお、政策立案等の必要があると認めたときは、次章に記述する政策立案等

の原案作成に進みますが、そこまで行う必要がないと認めたときは、本会議で

の所管事務調査に係る委員長報告をもって完結させることとして差し支えあり

ません。 

【注意】 

政策立案等は、課題解決の手法であり、目的ではありません。政策立案等を意

識してテーマ設定した場合であっても、調査検討の結果、政策立案等を行わずに

完結となるケースも想定されます。 
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第５章 常任委員会や特別委員会における政策立案等の原案作成と意見聴取 

１ 原案の書式 

   常任委員会や特別委員会は、第４章２で政策立案等の必要があると認めた場

合は、その原案を作成することとします。 

   原案の最終的な書式は、政策立案等の手法に応じ、それぞれ次に掲げる書類

によることを基本としますが、初期の段階では概要書でも可とし、段階的に整

備していくこととして差し支えありません。 

  （１）政策条例立案 

    ア 条例の制定文 

イ 条例の制定が必要な背景、経緯、理由、ねらい等を記載した解説書類 

ウ 上記のほか原案に対し意見を聴取するために必要と認める書類 

※ 条例の一部改正をする場合は、さらに「新旧対照表」を作成のこと。 

  （２）政策決議提案及び政策提案 

    ア 政策提案書（Ｐ１１ 参考様式１） 

イ 上記のほか原案に対し意見を聴取するために必要と認める書類 

ウ 決議案（Ｐ１２ 参考様式２）※政策提案の場合は不要 

２ 原案作成の際の当局との意見調整 

   議会による政策立案等を実現させるためには、それを執行する当局側から見

ても実現性のある内容でなければなりません。 

   このため、常任委員会や特別委員会は、原案作成時又は原案作成後に、その

政策を担当する市の部局との意見交換や調整を必要に応じて行うこととします。 

３ 原案に対する意見聴取 

   常任委員会や特別委員会は、政策の原案を作成したときは、その原案に対し、

必要と認めるときは、次のとおり意見聴取を行うものとします。 

  （１）全員協議会における協議その他適切な手段による議員からの意見聴取 

  （２）市民との意見交換会、その他適切な手段による市民からの意見聴取 

   また、常任委員会や特別委員会は、上記に掲げるもののほか必要があると認

めるときは、基本条例第２０条で定めるところにより公聴会を開催し、又は参

考人を招致することにより、公述人又は参考人からの意見を聴くものとします。 

   なお、これらの意見聴取は、前章で示した調査及び検討の途中であっても行

うことができることとします。 
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４ 条例案の場合のパブリックコメント手続 

   常任委員会や特別委員会は、政策条例立案をしようとする場合であって、そ

の政策に係る条例案が加東市パブリックコメント手続実施要綱（平成２２年１

月２１日訓令第１号）第３条第１項の規定に該当する場合は、前記３に示す意

見聴取に加え、当該要綱に準じた所要のパブリックコメント手続を行うことと

します。 

加東市パブリックコメント手続実施要綱 

（対象） 

第３条 パブリックコメント手続の対象となる重要な施策（以下「計画等」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

(1) 市の長期計画、重要な基本計画、指針等の策定又は改廃 

(2) 広く市民等の生活に影響を与えることとなる義務を課し、又は権利を制限するこ

とを内容とする条例（市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収

に関するものを除く。）の制定又は改廃 

(3) 前２号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 

２ （略）

５ 政策立案等の最終案の作成 

   常任委員会や特別委員会は、意見聴取後、次のプロセスにより、政策立案等

の最終案を作成することとします。 

  （１）原案への意見の反映 

      意見聴取した結果を原案に反映させ、所要の修正を行います。 

  （２）最終案の委員会決定 

      修正後の原案を最終案としてよいか常任委員会や特別委員会内で決定

します。 

  （３）全員協議会での説明及び協議結果を踏まえた最終案の確定 

      委員会で決定した最終案を全員協議会で説明し、所要の協議を行い、

最終案を確定させます。ただし、最終案が修正前の原案と大きな変更が

ない場合等は、委員会の判断により全員協議会での説明を省略すること

ができます。 
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第６章 政策立案等の仕上げ 

１ 政策立案等の提案又は提出 

   常任委員会や特別委員会は、政策立案等に係る最終案の確定後は、いよいよ

それを実際に提案又は提出することになります。その具体的方法は、政策立案

等の手法の別により、それぞれ次によることとします。 

  （１）政策条例立案 

      議員発議による条例案の形式を整え、所定の期日までに議長に提出す

るものとします。 

（２）政策決議提案 

      議員発議による決議案の形式を整え、提案書を添えて、所定の期日ま

でに議長に提出するものとします。 

（３）政策提案 

     政策内容を提案書にまとめ、その提案書を議長に提出するものとしま

す。 

２ 提案書の記載事項 

   提案書は、概ね次のように作成することとします。なお、政策提案書の参

考例を巻末に示します。 

  （１）表題 

     「〇〇〇」に関する政策提案書 

     ※〇〇〇の部分は、政策を簡潔に表すものとすること。 

  （２）記載事項 

    ① 検討テーマ 

    ② 提案理由 

③ 解決すべき課題 

④ 提案する政策 

⑤ 調査及び検討の経過 

⑥ 添付書類 

    ※ 頁数が多くなる場合は、頁番号のほか、適宜表紙及び目次を加える

こと。 

３ 提案又は提出の時期 

   政策条例立案及び政策決議提案は本会議開催の際に提案することとし、政

策提案は任意の時期に提案できることとします。 

   なお、政策が予算を伴うものであるときは、予算編成等の都合上、遅くと

も前年の９月末までには行うよう配慮することとします。 
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第７章 提案した政策のフォローアップ 

１ 提案した政策の調査及び評価 

   常任委員会や特別委員会は、同委員会が過去に提案した政策に関し、次の事

項を事後的に調査し、評価するものとします。 

  （１）提案した政策の市の施策への反映の状況 

  （２）提案した政策に基づく施策の進捗の状況 

  （３）提案した政策に基づく施策の執行の適正性及び有効性 

 （４）前各号のほか必要と認められる事項 

   同委員会が必要がないと認めた政策は、調査等を省略できることとします。 

   また、政策条例立案による条例についても、その執行の状況を見て必要があ

ると認めるときは、上記に準じて調査等を行うこととします。 

２ 評価結果を踏まえた是正の措置 

常任委員会や特別委員会は、前項による政策の評価の結果、必要があると認

めるときは、当局に対し、所要の是正を求めることとします。 

   これによってもなお、是正が見込めないときは、同委員会は次の措置を講

じることを検討することとします。 

  （１）当該政策を実施し、又は適切に執行するよう求める決議案の議会提出 

  （２）政策の条例化及び当該条例案の議会提出 

  （３）その他評価結果に応じた適切な措置 

３ その他情勢の変化に伴う必要な措置 

   常任委員会や特別委員会は、社会情勢の変化や国の制度変更等に意を配り、

必要があると認めるときは、適宜、過去に制定した条例の改正を検討するも

のとします。 
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第８章 補則 

１ 任期内に提案等ができなかった場合の措置 

   常任委員会は、政策立案等を行うべきとした課題について、委員の任期満

了その他特別の事情により政策立案等に至らなかったものがあるときは、そ

の課題を次の任期の委員で構成される常任委員会に、それまでの調査結果、

検討経過その他必要な事項を添えて申し送りすることとします。 

   なお、この申し送りは、次期の常任委員会による政策立案等を義務付けす

るものではなく、当該申し送りを受けた常任委員会の判断に委ねる取扱いと

します。 

２ 特別委員会に関する特例 

特別委員会の廃止後における当該特別委員会が提案等をした政策に係る事

後調査及び評価等については、その政策を所管する常任委員会が受け持つこ

ととします。 

３ 政策立案等に関する取組の公表 

   議会の政策立案等に係る取組の状況については、適切な時期に、議会ホー

ムページ等で公表することとします。 
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（参考様式１）政策提案書 

年  月  日

「○○○○○」に関する政策提案書 

（○○○○○の部分は、政策を簡潔に記載すること。） 

加東市議会○○○○常任委員会

１．検討テーマ 

 （○○○の対策について、○○○の振興について、○○○の活性化について等） 

２．提案理由 

   ※提案する理由を簡潔に記述 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３．解決すべき課題 

   ※調査結果により判明した課題の内容を記述（以下は、項目の例） 

 （１）現状（課題の背景） 

 （２）これまでの取組 

 （３）取組に対する評価 

４．提案する政策 

   ※政策の内容をなるべく詳細に記述（以下は、項目例） 

 （１）概要 

 （２）目標（ねらい・効果） 

 （３）具体的施策 

５．調査及び検討の経過 

   ※調査及び検討の経過を時系列で記述（以下は、項目の例） 

 （１）検討テーマ設定の動機 

 （２）所管事務調査の状況 

 （３）先進地視察の状況 

 （４）政策の検討状況 

 （５）意見聴取とその反映 

  以上の経過により、前項のとおり提案するものである。 

６．添付資料 

   ※頁数が多くなる場合は、頁番号のほか、適宜表紙及び目次を加えること。 
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（参考様式２）決議案

「○○○○に関する政策提案書」提出に関する決議 

 ○○○○については・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 当委員会において、○○○○を個別政策として掲げた政策提案書を別紙のとおり取

りまとめたので、この提案に基づく施策の実施について提案表明する。 

以上、決議する。 

 年  月  日 

加 東 市 議 会 

提案するに至った背景、本市の現状・課題、提案に至るまで

の取組等を簡潔に記載する。
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第2章

P2

第1章

P1

第3章
P4

第4章

P5

第2章
P2・P3

第5章

P6

P6・P7

P7

第6章
P8

第7章

P9 フ

ォ
ロ
ー

ア

ッ
プ

(1)原案への意見の反映

　意見聴取した結果を原案に
　反映させ、所要の修正

プロセス：２

(2)最終案の委員会決定

　修正後の原案を最終案
　としてよいか
　常任委員会等内で決定

事
後
調
査
事
項

是
正
措
置

　(1)　提案した政策の市の施策への反映の状況

　(2)　提案した政策に基づく施策の進捗の状況

　(3)　提案した政策に基づく施策の執行の適正性及び有効性

　(4)　上記のほか、必要と認めれれる事項

　(1)　当該政策を実施し、又は適切に執行するよう求める決議案の議会提出

　(2)　政策の条例化及び当該条例案の議会提出

　(3)　その他、評価結果に応じた適切な措置

(3)全員協議会での最終案の決定

原
案
作
成

原
案
へ
の
意
見

聴
取
の
手
法

プロセス：１
最
終
案
作
成

最
終
案
の
提

案
・
提
出

　　・市民との意見交換会等・・・市民からの意見聴取

　委員会等で決定した最終案を
　全員協議会で説明し、
　協議を行って最終案を確定
   　　※委員会判断で省略可

政策条例立案 　議員発議による条例案の形式を整え、所定の期日までに議長に提出

プロセス：３

　　・公聴会・・・公述人や参考人からの意見聴取

政　策　提　案 　政策内容を提案書にまとめ、その提案書を議長に提出

　　・全員協議会等・・・議員からの意見聴取

政策決議提案

政　策　提　案

・議員の日常的な広聴活動

当該議員の申入れ又
は、常任委員会の判
断で所管事務調査と
して決定

手
法
の
採
用
基
準

手

順

調
査
検
討

・常任委員会等での
　所管事務調査

・決算特別委員会で
　取りまとめた意見書

・市民との意見交換会

優先１

優先２

政策決議提案

政策提案

優先３

　常任委員会等
　での調査

調
査
手
法

　(1)　担当部局からのヒアリング

政策条例立案

本会議開催時期
に提出

本会議開催時期
に提出

任意の時期
に提出

　　・パブリックコメント

政策決議提案
　議員発議による決議案の形式を整え、提案書を添えて、
  所定の期日までに議長に提出

　(2)　団体等からのヒアリング

　(3)　現場視察、現地調査

項目を所管する常任委員会で
提案の必要性を検討

　(4)　先進地の視察

　(5)　有識者等の専門的識見の活用

議案提出は議員2名以上で
提案もできる（会議規則第
14条）が、実現性を高める
ために政策討論会へ提案
するのが望ましい。

意見調整

原案作成時又は、
原案作成後に、必
要に応じて市の政
策担当部局と意
見交換や調整を
行う。

イ　原案に対し意見を聴取するために必要とする書類

ア　条例の制定文

イ　条例制定を必要とする背景、経緯、理由、ねらい等を記載した書類

ウ　原案に対し意見を聴取するために必要とする書類

※　条例の一部改正の場合は新旧対照表

ウ　決議案

ア　政策提案書

ア　政策提案書

イ　原案に対し意見を聴取するために必要とする書類

本会議での所管事務調査に係る委員長報告にて完結
政策立案等必要なしの判断

政策条例提案

　・政策提案の実効性を高める観点から、特段の事情がない限り、先ずは「政策決議提案」を行う。

　ア　提案する政策の緊急性が高く、時期を失してしまうおそれのあるとき

　イ　その他の事情等から政策提案によることが適当と認められるとき

　ア　政策決議提案をした後において、当局が政策を実施しないとき

　イ　政策決議提案をしたとしても、当局がその政策を実施しないと見込まれるとき

　ウ　条例制定が必要な政策において、当局よりも効果的な条例が立案できると認められるとき

　エ　ことの重大性、その他の事情から政策条例立案によることが適当と認められるとき

・議員の一般質問

・予算審議等での
　質疑応答

政策立案等に関するガイドラインのフロー図

「政策提案」とは・・・
　課題解決を図るため、必要と思われる政策を提案書にまとめ、提出すること。

　　（特徴）任意の時期に提出できるが、拘束力がないため当局への義務付けはできない。

「政策条例立案」とは・・・
　課題解決を図るため、政策を構想し、必要な仕組みに関する条例案を議会に提出すること。

　　（特徴）条例案が可決されれば法的拘束力が生じ、実効性が高い手法だが本会議開催時でなければ実現不可能。

「政策決議提案」とは・・・
　提案書のとおり提案することについての決議案を、議会に提出すること。

　　（特徴）政策条例立案と政策提案の中間的な性質。政策提案に比べ、議決による議会意思決定として重みがある。

政
策
立
案
等
の
手
法

の
特
徴

課
題
の
把
握 ・議員独自の調査研

究

・市民からの請願・陳情
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